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☆特許権侵害に対する共有特許権者の損害賠償請求額 ⑴

１　特許権の共有
（１）民法における「共有」

民法上「共有」とは、二人以上の者が、同一
物についてそれぞれ所有権を有することをいい、
その各所有者が「共有者」である。共有物に対
する各共有者の所有割合を「持分」という。各
共有者の持分は、相等しいものと推定される
（民法250条）。

各共有者は、共有物の全部について、その持
分に応じた使用をすることができる（249条１
項）。
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、
共有物に変更（その形状又は効用の著しい変更
を伴わないものを除く。）を加えることができな
い（251条１項）。
共有物の管理に関する事項は、251条１項に
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